
令和8年3月

文化資源活用事業費補助金

応募要領

令和8年度

全国各地 の魅力的 な

文化財活用推進事業

国指定等文化財等を活用する
事業が対象

※世界文化遺産、日本遺産、
歴史的風致形成建造物を含む

補助金は400万円まで定額
※400万円を超える部分については
補助率５０％～６５％補助上限なし、

最低事業費600万円

POINT① POINT② POINT③

専任コーチが
将来的な商品化・継続性の観点

で事業推進をサポート

受付締切

受付開始 令和8年3月２日（月）

令和8年4月１０日（金）１７：００《締切厳守》
• 応募書類は、文化庁HPの「令和8年度全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」ペー
ジよりダウンロードください。

• 提出は、締切までに必要な書類をすべて揃え、メールにて下記担当まで提出してください。
• やむを得ない理由によりメールでの提出が困難な場合には、事前に事務局までご相談ください。

●「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」応募事務局  

TEL：03-3553-2222  （10時00分～１8時00分、土・日・祝を除く。）

※3月31日まで。以後は応募書類提出先のメール宛にお問い合わせください。

● 文化庁文化資源活用課 事業係・活用推進係

TEL：０７５－４５１－４１１１（代表）  内線：9663・9662

受付期間

お問合せ先

文 化庁
担当課

応募書類
の提出先

●「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」担当

ｚenkoku-katsuyo@mext.go.jp

※ 応 募 に 際 し て は 、 必 ず 「 応 募 要 領 」 に て 詳 細 を ご 確 認 く だ さ い

ダイジェスト版
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１ 全国各地の魅力的な文化財活用推進事業とは

本事業は、我が国が誇る国指定等文化財（世界文化遺産、日本遺産を含む。）又は歴史的風致形成建

造物（以下「国指定等文化財等」という。）を活用した魅力的な体験等の造成・販売等を支援し、当該文

化財の高付加価値化を図る事業です。

具体的には、インバウンドの高付加価値旅行者をはじめとする国内外の知的好奇心旺盛な旅行者が、

その文化財の成り立ち（なぜその場所でその文化や自然が生まれたのか等）やそれを守ってきた人々の

取組等を理解しながら、より深く楽しむことができるような体験等の造成・販売等を支援します。これにより、

当該文化財を高付加価値化し、文化財の保存と活用の好循環を図ることを目的としています。

目指す姿

保存と活用の
好循環の創出

• 観光客数増
• 観光客の満足度向上

収益を文化財の保存に再投資  

• 観光客の滞在期間
長期化＆リピーター増

• 地域活性化
• 特別料金の徴収等

文化財の活用
（高付加価値化）

他地域への横展開

２ 伴走支援について

事業の成功・継続のために、本事業では民間の専門人材（コーチ）や文化庁の文化財調査官によるサ
ポート体制を整え、事業者への伴走支援を行います。

文
化
財
所
有
者
等

補助

伴走支援

委託

文
化
庁

⚫文化財調査官による専門的助言
（本質的価値と活用の両立等の観点）

事
務
局

⚫ コーチング（将来的な商品化の観点）
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3 想定される事業例

インバウンドの高付加価値旅行者をはじめとする国内外の知的好奇心旺盛な旅行者が、その文化財の成り立ち

（なぜその場所でその文化や自然が生まれたのか等）やそれを守ってきた人々の取組等を理解しながら、より深く

楽しむことができるような体験等を造成し、翌年度以降も継続的に販売を行うことで、収益を文化財の保存に再投

資することを目指す事業が対象となります。特に、来訪者層の多様化（個人旅行者を含む）を踏まえ、継続的実施

が可能な体験型コンテンツの造成が計画されていることは重視します。

【支援対象外】
・一過性のイベント実施や、モニターツアーのみの実施、単なる広報素材のみの作成、インバウンドの来訪が見込まれ
ないなど、事業効果が低いと考えられるものや、応募事業者において従前から実施されているコンテンツと比較して
新規性の乏しいもの。

6 補助率

■補助額：400万円まで定額、400万円を超える部分については補助率50％～最大65％

（補助率の加算要件については応募要項参照）

■最低事業費：600万円

※補助上限はありませんが、コンテンツを造成することを踏まえ、～5,000万（税抜）程度を想定目安

としています。（目安を大きく外れる補助希望額の場合、他の事業よりも詳細にヒアリングする可能性が

あります。）

※上記、金額は税込みです。

※加算要件は、応募要項をご確認ください。

補助額の考え方

例１：事業費600万円 補助率50％の場合

●400万円＋（600万円ー400万円）×50％＝500万円（補助額）

200万円
×50％＝100万円

補助額
500万円

事業費
600万円 補助定額

400万円

4 補助の対象となるには

補助の対象となる者（補助事業者）となるには、

「応募要項」P.7（１）・（２）の全ての条件が整っている必要があります。

（1）補助事業者は、所有者、管理団体、地方公共団体、民間事業者またはこれらで構成される協議会等とします。

（2）国指定等文化財（世界文化遺産、日本遺産を含む。）又は歴史的風致形成建造物を活用すること。

5 補助金交付の対象となる事業期間

• 採択の通知日から令和9年２月２６日までの間（予定）

• この期間内に、コンテンツ造成等を実施してください。
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参考動画：伴走支援コーチによる「文化財活用」講座

「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」応募事務局のWEBサイトにて、伴走支援コーチによる「文化

財活用」講座を公開中ですので、ご応募・企画に際し、是非ご参考ください。

事例の紹介や、伴走支援コーチより、事例紹介を含めて、文化財活用のポイントをご説明しています。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/zenkoku_katsuyo/94331001.html

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/zenkoku_katsuyo/94331001.html
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